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を
搏
言
せ
ざ
ぶ
を
得
♦
。吾
人
诚
敢
て
消

0
者
.
©利
益
を
ゆ
み
見
：セ

' 生
廣
辦
の
荆
餘
を
輕
舰
す 

る
極
端
な
る
自
由
贸
為
論
辦
に
非
す

i

雜
も
、併
し
前
々
節
所
述
の
如
き
消
費
者
に
特
な
る 

事
情
は
此
撰
定

0

S
齋
審
議
は
際
し
、熱
心
な
る
各
生
廣
者
の
生
張
の
前
；に
其
要
求

"

V
j

主
張
の 

存
在
を

3
1

却
せ
ら
る
、
に

‘

ら
し

.む
る
の
危
臉
な
さ
に
非
す
*敎
授

「

タ
チ

X

ク
氏
が

「

ト
ラ

K

 

トJ

の
利
害
研
究
に
際
し
他
人
の

M 

i

般
消
費
者
の
利
盤
を
閑
却
.せを
を
評
し

P
、

消
殺
教
を

. 

ぱ
所

i
i

る
忠
却

.
れ
た

.る
人

(forg6tten i
l
r
)

ざ

稱

る

其

.諫
言
は
保
讓
駒
桃
の
揚
合
に
於 

て
も
又
適
切
の
評
言
れ
る
こ

ざ

少
な
か
ら

t

然
か
も
斯
の
如
く
®
會
多
數
の
人
を
息
却
す
る 

は
自
家
の
利
害
は
熟
中
し
て
他
を
顧
る
の
暇
な
き
被
保
護
生
：

0
業
.奢
は
觅
，に
^̂
、自
ら
公
平
の 

批
刺
卷
を
以
て
任
す
る
當
路
者
勒
め
世
間
の
識
者
批
評
論
家
の
爲
す

15T

き
所
に
非
ざ
る
可
し
，
 

娜

税

を

,段
ビ
せ
る

f
t
,國

0
業
の

#

1

を
鳴
 <

 

.之
を
評

.す
る
は
易
く
，轉
切
じ
之
を
行
ひ 

を
利
用
す
る

i
s

頗
る
難
し
。
や
産
業
保
護
の
弊
錄

々

高
か
ら
ん

i

す
る
じ
當

-CV 

j

言
其
敞 

*

を
述
ぺ
て
其

S
i

張
卷
の
法
意
を
促
す
と
ビ
斯
の
：如
し
。：
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て■. ' 
、，'
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天

保

人

別

欧

今

(

下)

幸

田

成

友

老
中
水
野

i

越
前
守
は
百
姓
退
轉
農
村
诡
廢
ビ
都
市
人
ロ

.め集ホを

®

慮
し
，天
保
九
年
関 

'四
月
を
以
て
、

*1^

が
嫩
濟
策
を
諮
問
し

4̂

 

P
し

.
が，0
代
代
官
等
が
諮

S
.

に
應
じ
て
答
#
を
上
れ 

る
ビ

间
じ
 

<
、江
戶
北
町
行
大
草
安
房
守
高
好
も
亦
答
書
を
上
れ
れ
是

'等
：©

答
書
中
®
代
代 

官
の
分
は
悉
皆
現
存
せ
る
に
拘
ら
す
、安
房
守
の
分
は
今
之
を
見
る
を
得
ざ
る
を
以
て
、其
.内容 

は
勿
諭
提
出
の

.時
期
す
ら
明
か
な
ら
や
。然
れ
ど
も
都
代
代
官
の
答
書
，サ
提
出
の
期
最
も
織
き 

は
天
保
十
年
十
月
に
し
て
、安
房
守
の
解
任
は
蟹
十

1

年
正
月
な
れ
ぱ
、答
書

‘の
出
摘
ひ
た
る
時 

湖
は
大
ぃ
略
想
像
せ
；ら
れ
ざ
る
じ
あ
ら
ざ
る
.な

.
安
房
守
の
答

*

は
恐
ら
く
は

.南
町
奉
行
倚
弁
併
駕
守
政
憲

5
a

遂
名
に
て
提
出
せ
ら
れ
し
な 

る
ぺ
し
。起
，案
者
ょ
タ
同
僚
に
紹
滑
：し
、其
承
諾
を
得
て

M
0
に
提
出

す
/1̂

;̂

こ

當

'時
の
慣
例

び

0
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七
0
1〕

，
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篇
十j.l

處

'

や
ザ
な
ト
0ふ
.て
0
房

^
.
0
後

任

遗
山
.
.左

衞E

尉
，景

元
は
，
併
賞
.守
の
'後
任
矢
部
..驗

河

守
,̂ 
0 VJ 

述

名

じ:
て
‘，

H<.

保

+H

年

八

月

越

前

守

の

命
n 
M
じ
、該

問
®
に
對
す
る
意
見
書
；
上
ね
し
に
、

S 

前
守

：
！
前̂

’N
舉
行
安
房
守
及
郡
代
代
官
等
の
答

.'書を
悉
く
左
衞
門
尉
に
交
附
し
，

W
應
評
談 

盡
す
べ
き
旨
を
腐
へ
た
ら
左
衞
門
尉
が
験
河
守
の
後
任
鳥
居
甲
斐
守
親
藏

ビ

難
名

'に
て
意
見 

を

上
*
し
た

i

は
、
型
千

三
年
五
月
七
日
.に
し
て
、
其
全
文
は

®

幕
府
書
類
中

人
別

調
書
類
ご
题 

す
る
黨
本
に
栽
せ
れ
ら
：，

左
衛

1
Z

尉
本
問
題
に
，脇
す
る
數
十
通
の
意
見
書
を
藩
合
し
て

0 
く、
安
房
守
⑩代代官

. 

等
の
意
見

H
品
，' 々

相
達
み

' リV
.

雖
も
、歸
す
る
所
，は
奢
.侈
の

.
’禁
制
質
：素
，儉

' 約
の
：
獎

K

を
，基

it 

i 

し
，且
歸
農
ニ
條
は
宽
政
年
間

1

方
な
ら
ざ
る
保
譲
獎
勵
あ
ゎ

.し
に
拘
ら
す
、失
收
に
了
り
之
一 

に
要
せ
し
数
用
も
亦
莫
大
の
金
額
に
上

.
C
N

た
れ
ば
、向
後
は
御
庶
內
の
人
別
を
增
加
.せ
し
め
ざ 

る
方
法
を
請
す
る
に
如
く
：
な
し
。即
も
狂
方
ょ
ゥ
御
府
內
へ
：出
，粮
す
る
者
は
限
月
又
は
年
季 

を
萬
め
、御
料
な
ら
ぱ
代
官
役
所

"

領̂
な
ら
ば

®

主
地
頭
役
揚
へ
出
願
し
、村
役
人
の
送
手
形
又 

は
®

主
地
頭
所

'の
説
書
を
以
て
出
府
せ
し
め
、當
地
に
て
は
右
人
別
送
を
證
と
し
て
、奉
公
人
ょ 

請
人
に
立
も
、又
は
家
屋
を
資
與
す
る
こ

ビ

W

し
、
W

在

！
政
の
厳
法
を
立
て
す
ん
ぱ
、取
输
卞
可

能
な
の
離
多
く
予
が
第

j

询
の
上
ゆ
書

.に
言
ふ
所
も

®

旨
同

j

な
り
ビ。

,
左
衞

m

尉
め
第
二
回
の
答
書
は
、自
ら

「

搬

«
:の
趣
を
も
折
衷
敎
し
。狗
又
談
制
評
譲
仕
候
い 

:

へ
る
が
如

く

、

頗
る
詳
密
を
極
め
た

/
^
◊今
其
大
略
を
述
ぶ
れ
ば
の
如
し
。

他
國
ょ

.
b
,御
府
内
に
出
づ
る
者
に
し
て
、最
初
ょ

-> 

店
借
ダ
る
は
少
く
、大
抵
先
づ
奉
公
住
を 

爲
し
、其
間

*
次
奢
侈
の
風
に
浸
染
し
、

n
f
：t

の
歡
樂

.に
刷
れ
、遂
に
當
地
の
人
別
に
加
る
に
至
る
。
 

然
れ
ど
も
欲
鄉
忘
‘じ
難
き
は
人
情
な
れ
ぱ
、

g

村
す
る
者
も
相
應
に
あ
る
ベ

 

'き
善
な
る
に
其
事 

無
き

は
、近
年
何
方
に
て
も
領
主
地
®
困
窮
の
偷
、ギ
買
の
先
納
又
は
不

時
：：

の
課

.役
を
命
じ
、或
は

. 

江
、戶
に
て
借
用
せ
る
金
子
返
濟
延
滞
の
節
、金
主
ざ

.
相
對
じ
て
鄉
印
證
文
に
，誉

替

<
r

百
姓
を
し 

て
引
購
け
し
む
る
を
以
て
、訴
識
ビ
な
る
に
び
て
は
、

f
H姓
等
久
し
く
江
戶
に
滞
在
し
、其
®
用 

を
小
前
西
姓

.に
分
赋
し
、

fO：

姓
の
難
儀
甚
し
く
、自
ら
歸
村
の
念
を

®
,
.ウ
R

至
ら
し
む
。婴
す
る
に 

奮
里
歸
盤
は
奢
侈
の
風
俗
の
改
ら
ざ
る
服
ひ
、如
何
殺
保
護
獎
働
あ
ゥ

i

も
效
無
か
る
ベ
し
。去 

年
以
来
改
革
の
新
政
行
は
れ
，武
家

w
-
<
;

ご
も

.追
々
奢
侈
の
弊
風
を
脱
す
る
に
至

b

し
が
、之
を

. 

行
ネ
こ
ゼ
兩
三
年
に
し
て
習
性

.VJ

な
ら
ぱ
、遊
民
は
衣
食
住
居
の
利
を
失
ひ

'て、自
ら
在
方
に
引 

退
し
、代
官
。
®

主
♦地

®

心
を
民
政
に
盡
し
、出

®

を
減
す
る
に
至
ら
ば
、：

H
W姓
安
心
鼓
腹
し
て
郷
里
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十
卷
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.諭

激

•：

火
保
人
別
吹
令

. 

稱十T1

就

八

0

を
離
る
 

を
挪
ふ
に
：孝
る
：r

し

條

'は
缴
議
：.に
.も

.

る̂
-が
如
く
、自
资
的
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ 

效
無
し
。法
を
立
て
て
强
い
て
歸
嚴
せ
し
む
る

.も
，

元
來
懦
鍵
の
生
括
を
營
み
た

.れ
ぱ
、
W

転
の
勢 

*
»
®
へ
す
再
び
ぎ
露
す
る
に
ぎ
ら
ん
。縱
分
土
著
す
る
ビ
も
、恶
風
を
良
民
に
染
せ
し
め
、却
て 

土
地
の
害
と
な
も
べ
し
。故
に
向
後
狂
方
の
裁
新
じ
，御
府
内
人
別
に
加
る
を
禁
止
す
る
を
可
，し
 

す
へ
し
然
れ

i

も
禁
止
厳
重
：な
ら
ぱ

.奉
公
，人
の

.給
金
職
人
の
問
贊
を
引
わ
げ
、市
中
の

：
 ̂12̂

 

に
影

,

し
又
武
家
方
を
し
て
人

.足
の
不
足
に
迷
惑
を
威
せ

' し
む
る
や
侧
り
難
く
、而
も

1̂3̂

給
令 

«

錢
は
柳

«

の
も

' 
の

な
れ
ぱ
、官
府
に

.於
て
之
に
于
涉
し
難
し
。さ
り
ビ
て
人
別
を
し
ぐ
す
る 

の
必
婴
あ
る
は
，勿
論
な
れ
ぱ
改
摩
の
壮
法
行
娼
き
た
る
時
機
を
見
针

ひ
、第

I

曲
の
，上
ホ
誉
に 

述
ベ
，れ

.る
趣
意
を
，以
す
、下
命
あ
る
を
可
ビ
.す

X

し
。但
、安
房
守
其
外
代
官
よ
り
言
上
し
た
る
が 

く
入
情
よ
り
御
府
內
端
々

i

人
を
出
し
、
®
落
人
を
引
睛
け
、寄
子

i

す
る
類
は
、看
過
し
離
き
、
 

こ
ビ
な
れ
ぱ
至
急
収
歸
を

.立
て

>旦
ウ
人
足
寄
場
を
擴
張
し
，市
中
を
徘
徊
す
る
野
菲
人
中
犧
多 

劉
人
に
あ
ら

.ざ
る

.分
を
收
容
し

’银
自
修
得
せ
る
手
業
は
勿
输
。草
履

◊草
鞋
，炭
圓
•满
返
紙
等
を
作 

ら
し
め
、公
儀
武
家

方
よ

な
町
家
に
至
る
ま
で
、土
方
ビ

し
て

之
.を
.使
役
す
る
を
許
し
、又
截
多

.ホ 

人
の
分
は
淺
草
溜
の
後
方

l
i

百

坪

儉

の

地

に

，
非.人
小
屋
を
作
ウ
て
之
を
收
容
し
、

人
足

银
場

I
P

機
手
工
を
敎
へ
、其
赏
跟
を
以
て
愈
料

‘を
買
入
れ
し
む
ベ
し
。要
す
る
，に
講
國
の
人
別
平
年
は
法 

分
に
，ょ

り

取

®
を
爲
し
得
れ

ど
，j

旦g

年
に
會
す
れ
ぱ
，離
散
し
て
御
府
內
に
出
で
、人
別
忽 

ち

® 

a
す
。故
に
御
麻
内
は
言
ふ
に
及
ぱ

t

代
官
。領
主

•
地

；
頭

を

，
督

促

，
し

て

圓

辦

を

.

择
さ
し
め
、以
，
 

て
非
常
の
用
に
俯
へ
し
め
な
ぱ
、自
ら
駆
落
人
を
減
ナ
ベ

.し
。.

,

此
意
觅
書
ホ
歸

'濃
の
傲
，識
獎
働
を
無
效
な

.も

V」

論
；
る
は
甚
だ
可
ム
。さ
れ
ど
天
保
改
革
め 

進
お
に
待
ち
て

^
^
7
=
人

ロ

の

を

带

せ

ん

V
J

い
へ
る
消

®

的
手
段
は
"越
前
守
の
满
足
せ
ざ 

る
所
に
し
て
、越
前
守
の
欲
す
る
所
は
、都

W

の
人
口
集
中
を
制
す
る
職

.：極
的
手
段
に
ぁ
.=̂
し
な 

ら
故
に
左
衞

g
Z
H
i

の
上
取
書
じ
對
し
、越
前
守
は
.次
の
如
き
猎
示
を
與
へ
、寺
社
奉
行
勘
楚
策
行 

ビ
協

S

し
、諧
向
へ
の
達
案
を
も
作
成
す
べ
し

V
J

命
，じ
た
ら 

<：
1

0
M
の
仲
は
中
止
ビ
す
。御
府
內
人
別
改

Q

儀
は
、兩

.三
年
の
中
、市
中
改
茶
の
行
屆
き
た
る 

時
機
を
見
て
施
行
す

ベ
.し
ゼ

:

ぃ
ふ
ま
時
機
を
豫
シ
ル
す
る
こ
ビ
困
難
な
れ

Iぱ
、兩
三
年
ご
言
は 

す
し
て
成
る
可
く
速
に
執
行
す
る
こ
ご
し
、其
方
法
は
今
ょ
.：直
に
調
査
す
ベ
し
。
 

2)

自
今
在
方

-

ゥ̂
江

^

人̂
别
じ
加
る
を
得
す
ざ
定
む
..べ
し

0
, 

. /

:
§)

御
用
人
足
武
家
本
公
人
も
成
る

'ベ
く
江
月
出
生
：め

.者

に

で

便

す

や

，，ぅ
、町
年
寄
名
生
仕 

第
十
き
，a

さ
}?=0 

0

測

夭

化

人

別

映

>
.

 

.許
十
i

:

.八

.！

.

，X

.

.

.

.
, 

■
■
•
-■ 

-■ 

= 

- 

i
i
i 

-
l
i 

. 

.

.

.
■
■
ニ

 

-
- 

- 

- 

r. 

■ 

■
•
 
-

-
- 

l
i
,
-
.
l
,
l
l
-
J
.
.
,
-
-
-
-
l
-
.
:
i
-
-
-
f
c
-
J
I
-
,
-
^
-
^
-
-
?
,
-
,
-
^
J 

si
 
6-n̂
rnr,»̂
i.ani§,--̂
^̂ 

-
i
-
S
E
»
^
l
-
n
£



ふ,:;を?

氣
十
泰

(
一

七01‘0

 

,識説ポ保
人別映
令

. 

镇
十
二
部

A
n

を
立

.

ベ
.
し
。大

H
;

事
に
；て
多
數

.
の
人
足
：を
要
す
る
場

.余
に
は
、入

'足

H
?

睛
人

'
よ
ゎ

'町
♦

寄
，に

' 

中

.出
で
、町

#

行
所
簡
濟
の
上
、其

時

眼

ね

在

方

の

者

を

廣

入

る

..

〜

は
苦
し
か
ら
.ざ
る
も
、之
を
人 

別
.
に
加
ふ
ベ
か

.
ら
す
。
 

： 

、

®

人
別
改
は
當
分
の
內

一

年
に
ニ
囘
ね

t

へ
し

®

(

五)

江
月
人
別
：を
厳
重
に
改
め

、
®
方
よ
ね
入
来
れ
る
遊
民
を

抑
！！£:

せ
ぱ
、人
足
寄
，場
建
權
は
至 

急
を
要
せ
ざ
る
：ベ
し
。 

•
•

(

六)

非
人
小
屋
取

®
.は
然
る
ベ
し
。人
足
賞
揚
は
常
時
幕
府
よ
り
經
費
を
支
出
せ
や
、油
緣
を
營 

み
て
費
用
を
支
拂

へ

ゥ
。非

人

小

運

も

の

利

1
1碰を

.以
て
支
出
を
償
は
し
め
、別
段
幕
府
よ

& 

經
費
を
出
：さ
を
要
せ
ざ
る
仕
法
を
立

.
ウ
ベ
し
。：

左
衞

1
：

尉S
-

要
守
は
十
月
二
十
六

H
速
名
を
以
て
之
に
舉
答
す
る
所
あ
ゎ
た
も
。尤
も

(
1
)

に
 

言
へ
る
人
別
改
施
行
の
時
溯
に
つ
き
て
は
、兩
町
奉
.行

，は

越
前
守
の
意
見
を
遵
舉
し
て
、之

に

應 

す
ベ
き
牡
.法
を
調
査
す

る

よ

ね

外
無

く
、
其
仕
法
は

(一
ニ
以
下

の
，指
示
に
對
，す
る
'答

中

中

に
*?sj

を 

薛

述

せ

而

じ
て
右
上

明

書
に
添

‘へ
化
る
.十一.11

點
の
誉
氣
縫
職
，面
ホ

(

ィX

こ
X

)(

-)

の
：

M
L

ぽ
は 

充
保
す

I
I

年
三
月
ニ
千
五
日
を
以
て
：，左
衞

§
11

尉
の
'後
任

阿

，
部
'遠
れ
守

.正
：
戚
に
交
附
せ
ら
れ
れ

::肖

I；iミ>
I
!
I

I
る
人

/

^
改
令
ム

/
ぱ
け
の

^

三
•第

E
T

第

！ '1

*第
六
の
草
案
に
し

v^
、 (

ホ)

よ
り

(

チ)

に

7
^

 ~

る
四
獵
，
は

t
p

ザ

黎

'行
所
出
入
の
大

H

市
兵
衛
、又

(

リ)

よ
义
ッ

)

に
至
る

®

通
は
、非
人
廣
千
代
松
が
北
町
舉
行
の
離

SE.

に
见
じ

^

人

ィ

屋

建

築

其
他

に

つ

.き

て
上
中

せ

る
も
の
な
カ
ギ
三
，

K

め
書

類

输

圓

面

の

目 

次
左
の
如
し
。

•

(

ィ)

在

力

之

も

の

な
！：：，

人

別

入

不

II

相

成

！
在

方

職

人

期

ガ

以
W
殺

等

之
傲
に

付

御

觸
築、

(

ロ)

.
同
斷
之
懷

.に
付

.：町

觸

翁
、

，

(

ハ)

同

斷

之儘
：！

付

賭

，ゆ

え

御

遂

案

、

O

G
入
ハ
介d
/を
说C

端
々
え
人
差
岀
、在
方
よ
り
出
候
も
の

*
勸
、

，2^

元
不
ぃ
札
奇
子
に
政
し
候
债
に
付
、ホ
中
取
缔
摄
え 

-
-s-

渡
案
、
'
 

.
 

; 

.

• 

? 

V 

 ̂

 ̂

M

揚*

都
所
向
•藥
煎
，所.木
 

'只.S3

银所
.わ
大
糊
其
外
共
御

,
#請
f
t拷 

〔

へ〕

辦
宿
小
屋
外
週
下
水
绅
地
形

0̂

 

土
共
御
入
用
，

2：

謀、

(

ト)

無
撥
小
.嵐
手
業
幾
睹
稀

S

0
所
.核
丸
太
其
外
共
御
鶴
請
御
入
用
内

I
T

 

(

チ〕
4;̂

小
屋
給
圓
：S

成救、

.

' (

リ)

，
小

原

出

来

の

上

：相

用

侯

道.具
斌
賈
上
れ
銀
見
積

#

付
、

(

ヌ)

人
高
商
人

1

4̂
月
凡
積
御
入
用
銀
高
書
せ 

U
)

'

無
猫
人
商
百
人
ホ
業
代
見
檢
彼
付
、

(

チ〕

存

.手一
‘梁
代
以
、非
人
頭

.ガ
に
而
四
か
ギ
目
よ
リ
可
ニ
取
贿

f

旨
带
立
候
書
付
、

敏
十
お

a

七
0
七)

論

就

:

大
保
人
则
吹
令

 

绝十ri

號

，
A
m

it

if

I

'じ

J)がパ1

i!
，い（:
を:<ハ'

ij



城

；；|
d
\i
jf

Imi
ilI

維
十
卷

2

七
0
八〕

論

E
. 

K

保
人
別
吹
令
 

m十二轉
八四
 

.
9

」
無
宿
小
屋
肅

3
入̂

上

、 

、

十
月

十

六

日
の

上

ゆ
誉
に
於
て
爾
町
舉
行

.の
說
明
す
.る
所

は
、菲
人
小
屋
.に
刷
す
る

I

條
を 

除
け
ぱ

，其
他
は
人
別
改
に
關
す
る
第
ニ

I

•第
甲
第

1

一
。
第六のに載する條项を陳述し
 

た
る
に
止
れ
ば
、今
各
略

 

'に從
ひ
、非
人
小
屋
の
建
築
及
維
持
法
に
劇
し
、兩
町
舉
行
の
意

a

を
郝 

介
す
る
に
止
む
ベ
し
。

'
白
ぐ
、淺
草
溜
の
後
方
に
間

P
:拾
間
奥
行
或

.抢

.間
の
地
あ
と
溜
に
て

H

事
あ
る
時
、材
木
切
飢 

等
に
使
用
せ
り
。此
の
地
に

.梁
問
三
間

.祈
行
拾
間

•高
' さ
覺

☆
查
尺
の
無
，

'宿
非
人
小

S
、M
旧
に
五

. 

旧
年
の
手
業

®

豐
ヶ
所
、非
人
頭
千
代
松
手
代
請
所
、薬
愈
所
、手
業
場
兄
張
番
屋
を
雄
つ
る
も
の 

ブ
レ
し
て
、泰

'行
所
出
入
の
大
工

.市
兵
衛

‘に
命
じ
、仕
用
帷
入
用
帳
を
差
出
さ
し
め
た
る
に
、合
計
金 

鼠K
2

き
檢
九
雨

®

分
ビ
銀
拾
な
五
分
七
厘
，を
要
し
、右
壮
樣
帳
に
よ
ね
て
非
人

f
f
l千代
松
に 

m
.撒
ら

し

め

れ
る
金
額
よ
ら
，金
五
抢
八
兩
銀
拾
九
み
六
分

A

厘<

毛
を
減
也
ね
。又
千
代
.松の 

見
職
書
に
よ
る
に
、非
人
小
屋

.備
付
の

'諧
道
具
は
、銀
七

K
3

六
檢
六

.み

.

®厘四毛を要
料は

. 

.小
屋
入
の
非
人
百
人

' ビ
し
て

1

ヶ
月
米
拾
七
石
七
斗

•錢
五
拾

‘參
.貫
百
文
•銀
覺
赏
七
百
五
十
五 

ケ
七
分
六
厘

®

毛
を
要
す
。而
し
て
當
小
屋
に
.收
容
せ
ら
る

 

>
 如
き

®

は
、S3

ひ
.覺
え
た
る
職
業

ヒ
’て
も
無
ね
れ
ぱ
、草
履

.草
鞋
を
作
ら
レ
む
る
よ
り
外
に
、衣
服
贪
料
等
を
す
る
：途

.無
f

然 

れV」

も
不
熟
練
の

.間
は
出

•來
高
僅
少
な
る
は
明
白
な
れ
ぱ
、最

‘初
三
ケ
年
間
は
，

.公
儀
®
用
に
て 

非
人
小
屋
を

'維
持

.す
る
も

0 

I
C 

®
め
、右
期
限

'中
に
得

•た
る
製

.品
：賣
挑
代
.舉
だ
け
は
公
儀
数
用 

を
減
じ
て
下
付
し
、四
年
目
に
至

'か
て
は
、製
品
賣
挪
代
銀

の

，み
.を
以
て
，食
料
衣
，，服
等
を
支
，辨
せ 

し
む

バ

し
。但
、小
屋
其
他
の
修
犧
費
は
至
ゥ
て
は
、全
く

<公
儀
の
費
用
に
よ
ら
ざ
れ
ば
.行屈
か
ざ 

る
.ベ
し

M

し
て
菲
人
小
屋
出
來
次
第
、弾
左
衞
旧
に
命
じ
、同
人
配
下
の
«
を
し
て
無
宿
非
人
を 

狩
込
ま
し
め
、千
代
松
に
引
渡
し
、同
人
を
.し
す

H
f

業
を
敎
へ
し
め
、製
品
賣
挪
高
、は
千
代
松
に
於 

て
互
細
极
餘
に

'記
し
、每
月
左
衞
門
尉
方
，に
屈
出
で
、賞
罰
は
千
代
松
よ
り
弾
左
衛
門
に
ゆ
立
て
、
 

同
人
手
限
に
て
或
は
小
屋
入
を

.免
じ
、或
、は
厳
重
な
る
，料
罰
を
加
へ
し
む
べ
，く
、又

毎

月

一

兩
度 

づ
、
市
中
取
：歸
掛
與
力
を
し
て
小
屋
を
巡
視
せ
し
む
べ

.し
ビ
。

然
る
に
十
二
月
ニ

 

S

に
至
；
^
、復

.越
前
守
よ

T

左
職
門
尉
に
對
し
、出
家
せ
ん

W

欲
す
る
者
は 

小；

7 

®

.
舉
行
，の
免
許
狀
を
受
ズ
べ
き
こ
ビ
人
の
不
作
法
は
寺
社
,
行
に
於
て
取
歸
る
ベ
き
こ 

ご
、及
江

'戶
現
住

.の
出
嫁
人
に
も
免
許
狀
の
規
定
：を
應
，用
す
ベ
き
：旨
を
指
示
し
、嚴
店
住
居
'の
內 

に
は
一
湖
住
同
前
の
者
あ
る
ベ
き
に

ク

き
、是
等
は
及
ぶ
限

-ô

人
別
を
減
じ
れ
し
の
希
望
あ

第
.十
怨
，(

1
七
0
九)

論.
髓
夭
保
人
.別
改
.令

 

第
十
.ニ
％
 

. 

A
M



第
卞
愈

(
f
>
.
r
9

 

^

 

、說

.

天
''

保
'人
別
统
％
 

镇
十n

號

.

八

六

..， 

b
,だ
ゥ
。同

A tnf

が

衞

IZ.

尉
ぱ
，之
に
よ
り
て
前
ぱ

M

し
タ
を
觸
，
#

草
繁

.に
そ
か

x

\
訂

&
.
を
加 

へ、添
ふ
る
に

「
人
.：別
此
方
之
儀
に

.付
南
北

ポ

n

.年
番
名
虫
共
え
申

0
¥
案
を
以
て
せ

b
oこ
れ
人 

圳
改
令
六
通
中
の
第
五
に
相
當
す
る
も
の
な
も

。
'

か
く
て
是
廣

‘十
二
月
，

®
人
の
取
歸
は
券

&

舉
行
よ

-

又̂
圓
穀
の
赞
腐
は
徽
定
，舉
行
よ
み

*

渡
あ
み
，

1

宿
.非
人
の
取
縮
は
其
前
月
を
以
て
萬
石
以
上
以
下
幷
に
寺
社
向
へ
通
逮
せ
ら
れ
、江 

..0.̂
 

T 

.

は
非
人

.
®符
.込
始

‘れ
&
。+

ニ
月
六
日
越
，前

.守
よ

'タ
非
人
寄
場
建
設
の
儀
は

.伺
濟

r, 

V」

心
得

.¥

々
着
手
す
べ
し
と
左
衞

W

尉
に
下

.‘命
わ

*
9 

0
 

.

が
、公
然
、の
許
可
は
夫
保
千
四
年

m

月

1
1

十
五
日
，

®

ち
左
撒

r
a.尉
の
辨
職
後

1
ヶ
月
に
し
て
、人

別

改
☆
六
述
を

W

部
遂
江
守
に
交
附

-

.
,
.
.
.

.

,

'

,

' 

' 

,
/

.
.

.

し
れ
る
同
時
な
ゎ

•
•
•

ル
.

中
最
も
重
要
な
る
は

.第1
1
1

及
第
四
に
し
て
、前
者
は

'在
方
に
、後
，夢
は

.江
芦
市

.中
に
<"せ 

ら
る
。館

®
令
は
冒
頭
に
、在
方
の
者
當
地
に
出
で
、居

.刷
る
る
に
隨
ひ
歸
鄉
，の念
を
ー
絕
ち
、其
®
人 

別
に
抓
る
も
め
逐
年
地
加
る
は
、然
る
ベ
か
ら
ざ

▲

こ
i

な
れ
ば
、今
般̂
調
査
の
上
悉
く
歸
鄉 

命
ホ
ベ
き
當
な

‘れ
ど
も
、旣
に
商
賣
等
を
始
め
、妻
子
を
有
せ
る
も
あ
化
，

j

槪
に
赚
鄉
を
命
じ 

な
ぱ
難
爐
少

.か
"ら
ざ
る

パ

仍
，て
格
训

.
0仁
.惠
を
施
し
、年
來
，，當
職
ざ
人

‘別
じ
加
れ
も
，分
ぽ
喊

農
の
沙
汰
に
及
ぱ
、す。將
來
の
取
蹄
法
を
左
の
如
ぐ
定
む
じ
い
ひ
、

(
一
)

向
後
花
方
よ
り
新
江
月
人
別
に
加
る
を
許
さ
す
。

，{ニ)

大
エ

•左
官
ネ
挽

•袖
其
外
.の
諸
職
人
等
，當
分
出
：稼
の
.者
は
勘
月
を
定
め
、代
官

•慎
主
。地

f
f
l 

役
場
に
て
斷
励
け
，村
役
人
の
述
印
及
役
人
の
奥
書
印
形
あ
る
免
許
狀
を
携
へ
出
府
す
ベ
き
を 

以
て
、免
許
狀
を
證

 

'ざ-し
て
同
居
を
許
し
、或
は
店
を
貸
.遣
は
す
べ
し

。
.

■
 

®
、免
許
服

^
家
主
方
に
一
保
管
し
、本
人
氏
名

‘は
假
人
別
帳
に
記

.入
し
、期
月
に
至

A
歸
村
せ 

ん
i

せ
ぱ
、免
許
狀
を

.返

.附
す
べ

'し
'。
. 

.

(

三)

黎
公
穆
に
出
づ
る
者
も
、前
書
同
機
、免
許
狀
を
持
參
出
府
：す
べ
き
を
以
て
、之
を

0 
€
し

て 

請
人
に
立
ち
舉
公
せ
じ
め
、免
許
狀
は
主
人
方
へ
差
出
し
，講
暇
の
際
受
取
る
べ
し
。

51、

右
の
如
ぐ
出
稼
収
縮
を
定
む
ビ
雖
も
、泰
公
人
員
數
減
少
を
理

*

ビ
し
て
、給
金
を
貴
く 

す
る
こ

-

厳̂
禁
れ
り
。武
家
方
仲
間
町
方
下
男
は

j

年
給
金
威
.兩
戒
分
よ
ニ
雨
ま
で
を
限 

, 

下
女
は
金
登
兩
或
分
よ
も
敦
兩
ま
で
を
限

b
、若
輩
微
弱
の
者
は
此
规
{化
に
よ
ら
す
樊
約 

.，す
べ
し
。萬

：！

规
定
以
上
給
金
を
望
ま
ぱ
、奉
行
所
じ
申
出
♦つ
ぺ

：.

く
、又
若
し
鋭
定
上
の
給
金 

を
受
く
る
に
於
て
は
、舉
公
人
肅
人
を
罪
科
に
處
す
べ
く
、主
人
も
亦
不
念
れ
る
を
免
れ
ざ
る 
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夭
保
人
卵
欧
令

奶十！ 

S

昧まは
名
主
方
に
保
管
せ
し

が

.
、調
査
瓶
漏 

で
は
出
入
人
別
ど
稱
し
、家
主
眼
に 

な
る
處
分
あ
ね
マ
し
聞

く

。
不
傅
至
極 

部
苑
提
出
し
，名
主
共
方
に
も

1

部

をビてに

〈

四)

從
來
係
年

H
月
市
中
の
.人
別
を
調
査
し
人
別
帳 

し
て
年

®

印
形
等
相
進
し
、致
つ
服
月
ょ
り
翌
年
四
.月 

人
別
を
記
入
す
る
が
爲
、其
間
の
出
入
に
ウ
き
，種
々

K 

い
ふ
べ
し
。自
今
以
後
人
別
帳
は
侮
年
四
月
兩
役
所
へ 

楼
ビ
し
て
備
置
く
べ

し
。

(

五)

人
別
改
方
は
向
後
家
主
方
に
て
店
子
幷
，に

'家
族

•召
：仕

•同
居
人
に
至
る
ま
で
"生

9

菩
提 

所
•年
.®等
を
巨
細
に
記
入
し
て
名
，主
へ
提
出
し
、猶

一

人
每
に
名
主
方
へ
呼
寄
せ
、制
元
を
見
屈 

け
、
人

別

'帷

に0
印
せ
し
め
、兩
役
所
の
分
は
町
年
，寄
へ
差
出
す
ベ
し
。
，

 

^

‘

他
、名

主

方

：

に
傭

ふ
る

人

別

帳
に
，
は
、
改
後
の
存

C

嫁
發
の
增
減
は
勿

論
、
同
居
人
の
出
入
等 

ン

ま
で
養
細
に
記
入

し
、
印
形
を
.改
む
る
き
あ
ら
ぱ
其
旨
を
附
記
し
た

i

上
、
調
印
せ

' し
め
"̂̂時 

，
に
舉
行
所
ょ
り
間
合
、あ
る

X

も
、毫
も
：差
支
無

-き
'や
ぅ
し
置

. 

<
.ベ
：：̂
。

G
K
)

每
年
九

2：

,に
至
り
、四

.月
提
出
の
人
別
帳
を
名
主
，に
卞
附
す
る
を
以
て
、增
減
を
記
入
し
て 

S

び
提
出
す

.べ
し

"
,,
 

.
:
:

.

(

七)

因
丹
提
出
の
人
か
は
奉
；
所
に
於

.て
前
ギ
の
人
別
帳

.

>
J

對
照
し
、年

®

印
形
等
.ま
で
調 

査
す
べ
き
を
以
て
、決
し
て
油
斷
す
べ

.か
ら

t
 

'

(

八)

町
方
の
卷
出
家
す
る
か
、或
は
髮
を
制
ら
て
道

Vね
卷
願
人

i

な
わ

’或
は
言

E
白
が
家
配
下 

の
陰
陽
師
，刺
事
舞

±
夫
等
の

S
Z

下》

な
わ
、兔
狀
を
爱
け
ん
ビ
欲
す
る
者
あ
ら
ぱ
、

h：?

役

人

，ょ

も 

町
本
行
所
に

/

5
^

出
で
、吟
味
の
上
之
を
許
可
す
ぺ
し
。

.

(

九)

當
地
市
ゆ
の
者
板
宅
の
賞
從
前
人
別
送
無
か
力
し
ガ

、向

後

は

前

住

居

支

配

.名

ま

ょ

り

^
 

宅
先

.の
支
配
名
主
へ
通
知
を
送
る
べ
し

。:

* 

.

(
一
0
}

近
年
當

.地
へ
入
込
み
，

W

身
に
し
て
襄
店
を
借
受
く
る
者
の
中
に
は
、

】

勘
濟
间
様
の
者 

も

P
る
ベ
け
れ
は

.是
等
は
早
々
歸
鄉
す
る
や
ぅ
取
計

.ふ
ベ
し
。

i

の
十

條
を
擧
げ
、前
記

#

條
を
遵
守
す
ベ
し
。人
別
の
儀
は
町
役
人
の
主
要
な
る
職
路
な
れ

ば
、
 

之
を
等
；闕
に
附
す
べ
か
ら

.す
。®
し
等
間
の
取
扱
を
爲
す
こ

VJ.

あ
ら
ぱ

、名

生
家
主
の
役
儀
を
剝 

奪
し

4:^

る
上
、E

に
厳
重
の
處
分
に
及
ぶ
べ
し

i
,結
べ
わ

。

.

村
，，

方
に
布
達
せ
ら
れ

ね

る

.第

.
S

令
'の

B

®

は
、第

四

♦
y

」
.

騎
ど
相
同
じ
く
、又
此
の
第
-
狠
は 

彼
の

(
1
)0
1
X
1

ニ)

に
當
す
れ
ど
も
、免
許

•狀
下
附
の
手
績
を
說

.く
こ
ビ
稍

'
精
細
な

a

h
 
く
、大
工
，
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左
宮
•木
換
.桃
其
他
職
分
に
て

.當
分
：出

.線
に
出
'"づ
る
者
，及
奉
公
稼
に

'出
づ
る
激
は
、
月
年
限
を 

め
、村
役
人
速
印
を
以
て

.代
官

.倾
主
.地
頭
へ
出
願
せ
ぱ
、代
官
所
の
手
代
又
は

.報
®
の
家
浓
に 

t
、之
に
奥
書
印
形
を
加
へ
て
交
附
す
る
を
以
て
、出
府
の
上
は
右
免
許
狀
を
家
主
或
は
主
人
に 

差
出
し
、旦
ウ
何
方
に
同
居
し
又
は
舉
公
.せ
る
旨
を
村
方
に
通
知
し
、斯

.月
ギ
限
に
至
ら
ぱ

！

旦 

村
方
に
立
歸
ゎ
、幾
'囘
出
府
す
る
も
同
機
の
手
，續
.を

取

る

，
'

べ
し
と
。

:
:.
0
三
♦

館

，ニ

項

，に
は
、
廻

國
*修
行

X
ハ
部

•順
禮
等
に

•出
づ
る
者
は
、從
來
村
役
人
或
は
菩
提
所
サ 

院
ょ

b 

■
手
に
往
來
手
形
を
識
収
り
た
る
由
な
わ
ざ
も
、以

*

は
村
役
人
ょ
り
代
官
。

®

主
*地
® 

へ
出
願
し
，前
條
出
殺
人
の
取
极
に
準
じ
、免
許
狀
を
交
附
す
べ
し
と
あ
ら
第

 

一♦
は
右
の
如
き 

収
扱
方
な
る
に
ょ
り
、免
許
狀
無
き
者
は
圓
所
を
通
過
せ
レ
む
ぺ
か
ら
ざ
る
旨
、關
所
守
衞
の
何 

々
へ
相
達
す
べ
し

VJ、

大
目
付
目
付
へ

#

渡
し
れ
る
ま
で
な
り
。又
第
三
頂
は
出
家
陰
隙
道
修
行 

の
手
績
を
、第

I
r
®

は
人
別
収
縮
方
を
媒
定
し
、出
穆
人
期
月
年
限
に
至
リ
歸
村
せ
す

‘ん
ぱ
、代
官 

地
主
へ
出

I
S

す
べ
し
と
し

-第
五
項
及
末
文
は
第
四
の

(
1
0
)

及
末
文
ビ
大
同
小

®

な
ゥ
。

.第
二
令
は
燕
石
以
上
以
下
に
，

*
し
、<r

回
人
別
改
方
の
發
分
あ
り
^̂

れ̂

ば
、
®
分
知
行
所
役
場 

ぜ
動
の
家
來
を
し
て
情
々
職
農
を
諭
示

し
、狂
方
人
別
の
贼
少
を
来
さ

ざ

る
や
う
注
意
あ
る
ベ

し
、/ヶ
い
ひ
、大
要
！J

l
l
K
n

に
同
じ
。但
、文
章
語
勢
に
於
て
主
擦
の
別
あ
る
は
、彼
は
村
方
へ
達
せ
ら 

れ
、此
は
村
方
を
支
配
せ
る

®

丰
地
頭
べ
達
せ
ら
れ
た
れ
ぱ
な
ゥ
。

以
上

S

 

☆
を
通
覽

.す
る

.に、其
要
點
は

.狂
方
の
举
新
に
江
月
人
別
に
加
る
を
禁
す
る
に
あ
り
。
 

而
し
て
此
目
的
を
達
せ
ん
が
爲
、

®
方
に
於
て
は
出
稼
人
に
；

^
許
狀
を
與
へ
、江

ir̂

に
於
て
は
人 

別
を

0 

a
す
る
方
法
を
取
み
と
さ
れ
ぱ
第
四
の
町
觸
史
四

.

)(

五)(

六)(

七)(

九)

の
五
項
に
於
て
、人
別 

0
m
の
手
續
を
講
じ
た
る
の
み
な
ら

t

尙
南
北
小
口
年
番
，名
主
等
.̂

」

召
し
、本
年
は
人
別
改
方 

改
革
の
初
：年
な
れ
ぱ
、名
主
支
配
幷
に

.月
行
事
持
の
場
所
共
、此

節
：：ょ
...̂

人
別
を
収
調
べ
、早

々
雨 

役
所

<

力1

部
苑
を
調
製
し
、

S

来
次
第
町
ギ
讓
方
へ
提
出
す
，ベ

く

、

調
査
の
方
法
は
詣
事
觸
«
の
 

如
く
な
る
ベ
し
。從
来
御
麻
内
の
別

R
.加
れ
る
分
は
、歸
農
：の
沙
汰
に
及
ぱ
れ
や
ご
雖
も
、近
年 

御
麻
內
に
入

1:2

み

、嘉
店
住
居
，

.の
內
に
は
、妻
子
も

無

く

、
一
期
住
同
様
の
者
も
有
る
ベ

く

、是
！等
は
成 

る
可
く
論
示
を
加
ベ
て
歸
鄉

.せ
し
め
、御
麻
内
人
別
を
增
加
せ
ざ
る
や
ぅ

®

意
す
ベ
し
。尤
も
御 

料
は
勿
論

®

主
に
於
て
も
右
體
の
輩
を
呼
戾
し
、力
め
て
在
方
人
別
の
竊
少
を
防
ぐ
ベ

さ

當
な 

る
を
以
て
、其
旨
を
存
す
ベ
し
。以
上
の

®
旨
‘は
其
方
共
ょ
り
遺
漏
無
乂
町
々
名
主
月
行
謝
待
の 

湯

に

通

知

し

、改

革
の
趣

旨

を

嚴

守

し
て
違

ふ

M
J

な
か
ら

し

む

 

'し

ベ

k
注

意

し

(

以

上

第

三<
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f
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お;，!，
C:

■

.
き

り
來
れ
る
港
を
.勸 

奉
炎
に
差
出
す

V

し
 

於
て

は

、

岭
味
の
上

あ

-

る

こ

マ

J

勿

れ

V
J
.

站

十

想(！

セ
H

C

普

M

夭

保

人

別

吹

令. 

稱
十
二
幾

又
市
中
収
歸
掛
名
生
等
を
お
し
、人
宿
共
御
府
內
端
々
へ
人
を

®

し
、狂
ホ
よ 

め
、充
分
身
元
を
徊
査
せ
す
し
て
齋
子
ビ
な

も

賺

人

€
な

セ

て

武

家

方

等

.
へ 

開
ゆ
。不
時
の
至
な
ね
。向
後
出
所
不
明
の

.卷
を
寄
子
ぜ
な
し

l
i

制
を
爲
す
に 

厳
重
の
德
サ
に
及
ぶ
ベ
け
れ
ぱ

、此

趣
.を
人
宿
渡
世
の
紫
に
通
お
し
て
遺
漏 

明
渡
し

(

以
上
第
六

.令y,

名
主
共
よ

V

そ
れ
ぐ
請

®
,文
を
徵
せ
り
。

町
觸
發
布
に
伸
ひ
名
主
等
は
纖
多
の
疑
義
を
生
じ
、北
町
奉
行

'所
に
向
つ
て
其
解
释
指

<

"
を 

購
ひ

、

添
ふ

る

に
人
別
書

土

、

出
稼
の
者
假
人
別
書

.上
、移

轉
。
^
#公
•緣
組

i

子
に
よ
る
人
別
送
の
難 

形
等
を
以
て
せ
と
名
主
等
の

®

義
は
、例
へ
ぱ
方
よ
り
新
に
江

.

R

人
別
に
加
る
を
禁
す

i

あ 

れV
、

在
方
観
類

.等
よ
ぅ

®

緣
又
は
由

.緒
あ
り
て
緣
談
を
取
極
む
る
こ

>
/

」

を
も
，差

.业

む

べ

き

か

。
，
 

出
殺
人
は
免
許
狀
を
持
參
す
べ
し

W

あ
：れ
と
、現
在
の
出
稼
人
免
許
狀
を
得
ん
が
爲
に

一

時
に 

-
M
村
せ
ぱ
、當
地

H
溯
；
故
職
を
生
す
べ
し
。飲

y

裁
初
に
限
ぐ
免
許
狀
は
國
許
，よ
り
現

®

出
.殺 

人
牢
許
じ

.楚

W

す
べ
き
や
ぅ
下
命

ホ

ゥ

’が

U
0 

a
使
居
に
し
て
當
地
に
出
店
を
有
す
る
分
は
、
 

召
壮
も

®

許
に
て

.袍ベ
-;:£

る
者
な
れ
ば
、家
内
想
人
數
，

.悉
く
假
人
別
に
入
る
べ
き
か
。お
仕
の
巾 

別して妻子を有せる分に限

' お
、ネ
住

‘人
別
に

.加

.ふ
べ
き
か
等
の
如
し
。

S
、

右

十

數

項

'
.
の

伺

誉
♦に
對
し
て
は
、遂
江
守
方
に
て
猎

<ひ
の

.
®
.條
を
附
礼
し

、
：® 

E
；

五
日
南
：町
本
斤
所
に
紹
介
し

、

&

柴
守
の
同
意
を
得
て
之
を
差
出
人
に
返
附
せ
み
。

 

一

;

人5
^

帳
は
名
生
ユ
ヵ
町
年
寄
の
手
を
經
て

：

兩
町
奉
行
所

.に1

本
宛
を
提
出
す
る
手
織
な
れ

ば
、
W

年
赞
も
亦
安
閑
れ
，る
能
は
す
。町
年
寄
喜
多
村
彥

.4?

衞S
!

樓
藤

.左
衛

H

連
名
に
て
、人
別
報

餅
敷
及
提
出
の
手
績
に
つ
き
、名
ま
共
に
注
意
す
ベ
さ

®

條
書
を

W
泰
，行
所
に
提
出
し
、許
可

' を

經て名生邦月行事持場所に通達せち

(

ィ)

人
別
帳
は
名
主

.支
郎
服
セ
ニ
三

W

枚
迄

'..

を

I

 

» 

し̂
、
紙

：數

多

き

分

t
n

 r

冊
三
冊
に
綴
分
：け
、
®

合
名
主
持
月

.行
#

持
場
所
も
右
に
準
じ
、

1.

組
，每
に
世

.詰
腿
名
主
の
許
に
集
め
、別
紙
，

M

形
の
：如
く
森

.紙
を

’認
.
め
：
、
本

年

は

，
襟

，藤

左

®

c

役

所
へ
差
出
す
ぺ
く

、

藤
左
衞

：§
!

ょ
な
，其
儘
兩
，役

.所
へ
提
，.出

，す

ベ

し

。

(

i

年
タ
九
月
に
至
り
、組
々
⑩

話

®

名
‘生
は

B

役
所
に
出

®

L
て
、SL

月
提
出
の

A

別
根
の
！

^
附
を
請

.ひ
、
®

減
記
入
の

i

庶
接

雨
役
所
れ
納

.む
ベ
し
。尤
も
減
少
の
分
は
元
帳
に
健
記
し
、權
加
の
分
に
：し
.‘て
元
帳
に
書
加
へ
難

さ
；ね
，紙

m
 
£

足
す
ベ
し
。(

、ノ)

兩
役
所

.提
出
の
人
別
极
町
入
用
に
影
響
せ
ざ
る
や
ぅ
難
紙
，を
用

ふ
.
ベ
し
ご

®
も

、isi：

々
i

な
る

Q

 

0
:
^
.
れ
は
、常
位

0

人
.別
帳
は

.美
濃
：紙
、假
人
別
暇
は
半
紙
を
用

ふ

ベ
く
、名主
♦
營
の
腔
帳

も
之
に
：，间じ

111 ,)

從
欢
年

々
r
a月
を

以
ヤ
名 
'主
.支
：甲
一

.
：
，
町

毎

の
人
數
，
 

稱

す

翁(

一
.七
.‘
1
,
七

〕

.

識

翦

天

保
人
別
改

令
 

镇

十

ニ

號

九
三

r

 

_

i 

t

y

u

>

.
 

i



祐

十

愈

.

(

1七
ニ
‘ス)

識

:

飢

天
保
人
別
’；吹

4
リ
 

.然
十11

號

•九
四

‘書
邦
に
支

m

限
め
合
計
高
を
町
：年
寄
へ
、提
出
，せ
し
が
、以
来
一
町

#
. 

0人
數
書
を

.廢
し
、名
主
支

. 

配
'限
の

合
.：

計
高
を
町
方
及
寺
社

§
：

前

に

分

ち

て

提

出

す

，々

く

，組

，

.合
名
.主

持

場

所

行

事

.持
揚 

所
之

.に
準

t

但
、用
紙
は
半
紙
た
る

.ベ
し
ご
い
，ひ、を
に
添
ふ
る
に
人
別
帳
假
人
別
帳

.表
紙
*
形 

及
支
配
限
人
別
す
高
書
上
の

#

式
を
，以
て
せ

.り。時
に

E
L

月

せ九
：：！：

な

ゎ

。

.

，

、
人
別
改
發
布
よ
り
旣
に

i

ヶ
月
を
經
過
せ

b
。然
れ
ど
も
愈

-人
別
帳
調
®
に
著
乎
す
る
に

至
X

更
.じ
幾
多
の
疑
惑
を
生
せ
し
か

.ぱ
、五
月
十
五
日
人
別
懸
名
主
等

(

名
主
組
金
に
て
#
組
じ

.

.

. 

.

，人
別
取
調
方
主
任

.の
名
主
を
撰
み
之

.を
人
別

S
名
主
ど
い
ふ

)

よ
.
>
9
-
w
び
伺
書
十
九
條
ホ
を
上
れ 

じ
例
へ
ば
：一

人
に
て
、地
面
數
ヶ
所
一
を
所

.有
せ
る
家
主
、又
は
肖

#

支

g

外
め
他
町
•に
使
せ
る
名 

，キ
；
の
人
別
は
何
方
に
記
入
す

'ベ
き
か
。出
稼
人
は
家
守
ビ
爲
る
を
得
ざ
る
，か。女
名
前
は
差
支
無 

き
か
。所
拂

.又
は
追
放
村
拂
等
の
刑
を
受
け
た
：る
者
は
ズ
別
送
又
は
免
許
狀
を
先
住
所
よ
-
^
得 

難
し
。本
人

.を
人

.別
‘に
加
べ
、或
は
之
に
家
屋
を
貸
與
す
る
に
は
，如
何
な
る
手
續
を
収
る
ベ

'き
か
。

,m

子
捨
子
は
生
國
知
れ
難
乂
、又
米
春

•輕
子

•柳
•大
鎭
の

.如
き
は
，

0
タ

々

じ

稼

先

を

變

動

す

，是 

等

，は
か
，何

.に
人
別
极
に
記

.入
す
ぺ

.き
か

i

言
ふ
が
命
し
。此中
最
も
重
大
な
；

思
傅
せ
ら

る 

V
は
、市
中
接

.近
町
村
の
女
は
，免
許
狀
を
得
す
し
て

.出
稼
，
.
を

，
ギ

し

特

ベ

.

き
や
：☆
や
ビ
い
へ
る

f 

r-l--..--l 

t 

广,_ 
4
 

n fls.
 V

くあ

i

項
な
ね
。伺
書
に
日
く
、歸
鄉
勸
農
の
御
趣
意
は
町
方
支

g
®

に
て
厳
重
の
牡
法
を
立
つ
る
を 

0
す
ビ
雖
も
、場

.末
に
て
は
在
方

‘一
方
支
配
場
ご
町

' 

支̂
配
場
ご
大
牙

.錯

.綜
せ
る
所
ぁ
タ
。此
分 

免
許
狀
を
要
す
ご
せ
ぱ
，或
は
差
支
を
生
す
る
に
至
ら
ん
。

g
E

宿
其
外
ズ
組
場
所
は
勿
論
、，

^

て
卸
：
 

府
內

(

東
は
砂
村

i

月
村

•木
下
川
村
。隅
田
村
ま
で
、西
は
代
タ
木
村
，角
害
村

•戶
塚
村
•上
蔣
合
村

ま
で
、南
は
上
大
崎
村

•南
品
川
御
支
配
場
限
ら
、北
は
千
住
宿

•尾
久

¥
0
の
川
。饭
橋
宿
ま
で

)

ノレ

' 

. 

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

. 

.

.

-

. 

■
:

稍
す
る
在
町
は
、市
中
同
様
町
役
人
村
役
人
の
人
別
，送
に

.て
落
着
す
る
も
の

i

せ
ぱ
、下
女
下 

は
言
.

に

及

す

*

け
に

.要
す
る
勞
倾
者
に
不
，足

-を
感
す
る
こ

V

」

無

く

し

て

.、彼

我

共

に

见

ぱ
 

な
ら
ん
：W

。

右
伺
書
の
各
條
に

C
V

き
町

♦

行
所
は
；を

れ

ぐ

指

令

を

與

へ

し

が

、本
條
に
：*
し
て 

は
、四
宿
；
^
に
在
町
入

.組
の
場
所
に
て
出
生
，せ
る
者
は
伺
の
通
處
分
し
、縱
分
右
場
所
に
家
屋
を

- 

所
を
す
る

.を
も
、他
村
出
生
の
者
は
：兔
許
狀
を
取
る
べ
し

.，

J

答
へ
ね
り
。

'.五
月
に
は
名
主
等
第

1

一.囘
の
伺
書
の
外
，窗
人
想
錄
山
勢
檢
校
及
新
ま

®

W
名
主
等
よ
り
伺 

0
を
出
し
、又
六
月
に
は

.名
主
等
第

W

囘
の
伺

#

及
町

.年
寄

.配

.

の
手
代
人
別
に
關
す
る
伺

*
 

出
で
、此
の
如
ぐ
に
し
て

0
月

に

提

出

す

ベ

.
^
人

別

帳

は

M

湖
に
延
期
を
重
ね
、漸
，く

七

月

十

！

お
よ

b

八
月
，.八
.
.日
i

で
に
.組

々
名
：主

，，

よ
り
：提
出
の
涉

ざ

な
れ

.り
。其
間

.拾
四

.番
組
名
主
！二
十
郎 

ザ
十
卷

.
G
.
i
.
九)

論

解

：
天
，停
人
別

‘

映
：，

令
. 

錄十二號

：
.

-S?*

五

.
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0 

.妝
兴
振

'人

：：̂

故

令
 

あ
十
二
號
 

' 九
六 

支
船
の

.小
石
川
大
塚
坡

.下
W
9
g
r
齋
柳

W
-東
食
柳
町
，

-大
懷
取
上
町

•昔
羽
町

.I 

T

高
源

膝
！
： 

，前

.に
於
て
、人
別
根

.調

.數
め
姆
、

一

人

每
.
に

錢
港
干
：交
：を

辦

傘

し
.た
、か
.
.
こ

i
:露
顯

し

义

別

帳
.調
® 

，
の

，
入

：
傘

は

地

主

：
め

資

.擔'VV;

へ
§:
,も

，
の.な
る

：

に
、地
借
人
店
借
人

.よ
P
金
紐
を
徵
傷
す
る
は
不
都 

4
i

な
ト

.ビ
の
制
令

'出

た

：
^
。
' 
：

t
e
月

に

提

出

す

.‘
ベ

.さ

人
別
帳
は

.遷
延
し
て

A

月

V
J

な
り
、第
ニ
囘
の
提
出
期
た

る

九
月
は
目 

郁
に
追
れ

b
。此
を
以
て
人
別
取
調
脑
名
生
魅
代
よ
ゎ
、本
年
に
限
々
、特
に
九
月
の
增
減
訂
お
を 

免
除
せ
ら
れ
ん
こ

-

を̂
，
W
出

で

、町
ギ
银
搏
蔣
左
衞

£

之
に
同
意
の
誉
狀
を
添
へ
て
阿
部
遠
江 

守
に
呈
し
、逮
江
守

も

亦
之
に
同
意

し
、

喪
守
の
承
諧
を
經
、連
名
に
て
越
前
守
に
上

ゆ

し

ね

る 

R

X
月
二
十
日
に
至

：̂
、®

意
開
腐
；

^
難

し

、
九

月

分

：
の

人

別

帐

は

セ

，！
月
ま
ヤ
に
提
，出
す
ぺ
し 

i

辟

♦

あ
ゎ
た

‘ら
仍
て
；同

.21

藤
友
衞

i
：

役
所
へ
人
別

.取
調
懸
名
主
想
代
を
招
き
、其

S
H

を
傅
へ 

し
.が
、ホ

渡
中

‘人

別
根
の

.提
出
斯
限
：は
閩
，九
月
千
五
日
限
ど
あ
り
。か
く
て

g

月

提
出
の
人
別
极 

は
八
月

.ニ
十
八
日
北
町

.率
行
所
よ

X
.又
九
月
十
五
日
南
，町
行
所
よ
交
附
せ
ら
れ
し
が
、其 

際
北
町
舉
行
所
よ

b

は
出
穆
人
免
許
狀
の
収
寄
方
十
分
な
ら

 

'ざ
る
は
請
人
の
不
心
得
よ

…

起 

る
ビ
貴
め
、

冷

间
交
附
の
人
別
帐
に
は
奉
！̂
先
主
人
家
主
の
氏
名
人
宿
寄
子
の
狱
先
等
を
記

人

.

し、
九
月
晦
を
限

K
V 

し̂
、出
来
次

0 

S
出

づ

べ

し

い

ひ

、人
別
帳
訂
•正
の
書
式
を
示
し
た
り
。
 

か
ぐ
提
出
湖
：の前
後
三
で
相
逮
せ
る
は
何
の
故
；なる
か
を
知
ら
か
。

九
月
十
九
日
北
町
奉
行
所
與
カ
て
人
別
腿
を
*
赏
せ
る
鳥
喜
一
郞
各
村
祭
五
郎
が
、人別 

V
.

懸
名
主
想
代
に
後
げ
た
る
所
を
以
て
推
す
に
、第
！

 I

.問
提
出
の
人
別
帳
ホ
出
殺
人
員
の
數
は
、常 

事
ポ
の
‘平
心
に
よ

ゎ
！
？

際

.よ
/

稍̂
減
じ
て
計
算
せ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
す
や

i

激
は
る

y
な
ね
。

.
與
カ
兩
名
の
ホ
渡
に
，本
月

W

上
の
人
別
は
當
七
月
分
に

.比
し
減
少
を
示
さ
ざ
れ
ぱ

.改
革
の

® 

3

日
に
合
し

®

し
。故
に

‘七
月
書
上
の
節
調
査
波
な
り

i

て
"

§

國
出

.生
の
激
を
本

2
：

の
誉
上
に
加 

，ふ
る
は
宜
し
か
ら
す
。元
來
當
地
永
住
に
あ
ら
す
し
て
、住
居

.身
分
も
不
確
定
な
る
に
ふ

A
v
'
f
f
i

査 

.
に
波
れ
た
る
輩
な
れ
ぱ
、是
等
.は
鄉
里
に
歸
遺
せ

し

む

ベ
し
。出
稼
人
人
數
は

W

舉
行
所
の
命

<；!

次
館
如
何
樣
に
も
減
じ
得
べ
き
も
の
な
れ
ど
も
，

J

般
に
.之
を
命
せ
ぱ
却
て
不
都
合
の
筋
も
あ 

.

る

べ

き
に
つ
き
、右

.

§

次
第
を
相
心
得
、名
主
共
手
心
，に
て
當
月
書
上
人
數
高
を
減
じ
、改
革
の
趨 

意
を
貪
傲
す
べ
し
ご
あ
れ
ば
な
；

CS。

.

，端
を
天
保
九
年
に
發
し
、同
十
吗
年
に
至

-=V

て
發
表
せ
ら
れ
た
る
人
別
改
令
は
、大
要
以
上
の

如
し
。之
に
よ
ね

>て
果

.し
て
越
前

.守
期
待
の
加
く
、百
姓
退
轉
農
村
荒
廢
を
濟
ひ
、併
せ
て
都
市
人 

,(

一七
1ニ) 
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保
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成#

し な . を 卞 こ は 
、

赚
も
，數
字 

ざ
る
を
得

る
後
，称
び 

請
へ
ど
も

り。小
宫
山

猫

十

黎

〈
！

七
ニ 
5

購

就

天

保

人

別

级

令

.

. 

.
第
十
二
號
 

t

 

口
の

集

中
を
■隙

ぎ
得
し
や
◊末

だ
.充

な
’
る
史
料
を
得
：ざ
る
を

.
以
‘て

明
言
し

離 

上

,
!時
出

.
称

人

.
©
.
貝

數

を
減
じ
た
る
，ま

で

に
て

.結

局
失

取

に

了
れ

る

も
の

.

V
J

言 

す
。天
保
オ
圓
年
新
建
の

#
;人
小
屋
の
翻
き
は
、嘉
永
元
年
收
麻
の
非
人
を
解
放
し 

之

 ̂

s

せ
ら

る
ド、
者
，

無
く

、
®

築
物
は
次
第

-に
朽
：腐
破

.极

し

、非

人

？

.り

修

鐵
 

M
.み

ら

れ
す
、
嘉
永

六

年
遂
に
斯
懷
せ
ゎ
。

，

 

，

人
別
改
令
の
結
果
を
直
接

.に
示
し
得
る

.
'
は

、

人
別
极
に
よ
る

S

⑩
人

.ロ

の
統
計 

被
介
氏
の

"微
內
の
人
：

天
保
十
四
ギ
の
人

n

は

W

方
支
配
場

♦

社
！
：

前

を
仓 

威
千

®121

五
拾
七
人
、別
に
出
檢
人
ニ

1
蔣
四
千
九
十

}

人
ビ
ぁ
同
氏

」

の稿本っ芝
 

.二
の

：

數
字
を

g

げ
て

*其
引
用

®

をS

立
物
蓄
幕
液

.
類)

i

す
。
&

て
照
.本
に
就
い 

に

、

同
書

に

載
す
る
は
天

.保
十
四
年
七
：

H：：

即
ち
人
別
改
施
行
後
第

1

囘
の

W

査
に 

樓
膝
左
衞

i
：

よ
り
此
町
举
行
所
に
誉
上
げ
た

.る
も
の
な
る
を
明
か
に
：せ
り
。®
、小
宮
山
氏
の
獨 

げ
た
る
數
字
が
：原
本
と
如
逮
め
る

'は
怪
評
に

#

へ
す
。
又
，
近

®

偶

然

 

一K
-

し

れ

.
る

本

松

奪

隨
 

0
に
、天
保
，十
五
年
四
月

(

弘
.化
元
年

)

の
人
口
綿
計
ぁ
ぇ
以
上
兩
通
ゆ
統
計
に
は
前

II：

の
統
計

i 

辦
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